
 

 

議第７５号 専決処分の承認について 

 

１ 提案理由 

令和３年３月３１日限り失効する過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法

律第１５号。以下「旧法」といいます。）に代わり，新たに過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号。以下「新法」といいま

す。）が，同日に公布されました（同年４月１日施行）。 

旧法の失効及び新法の制定を受け，呉市過疎地域における固定資産税の課税免

除に関する条例（平成１７年呉市条例第２５号。以下「本件条例」といいま

す。）の一部を改正し，令和３年４月１日に施行する必要がありましたが，特に

緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったことか

ら，本件条例の一部改正について地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により専決処分をしましたので，同条第３項の規定により，そ

の承認を求めるものです。 

 

２ 本件条例の制定経緯及び概要 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）は，第６条第１項において，「公益上

その他の事由により課税を不適当とする場合には，課税をしないことができ

る。」としています。 

  本件条例は，過疎地域の産業振興を目的に，旧倉橋町及び旧豊町で課税免除に

関する条例が制定されていたものを，平成１７年の呉市との合併に際し，呉市税

条例（昭和２５年呉市条例第３３号）の特例を定める条例として制定し直したも

のです。 

また，旧法においては，旧法に規定する要件（詳細は総務省令に規定）を満た

す場合には，課税免除による減収額のうち総務省令で定めるところにより算定し

た額を基準財政収入額から控除すること（以下「交付税措置」といいます。）と

されており，これを受けて，本件条例の課税免除の要件は，旧法による交付税措

置の要件に合わせていました。 

 

３ 本件条例の改正の内容 

  旧法の失効及び新法の制定により，交付税措置を受けることのできる要件とし

ての課税免除の内容が変更されたため，当該変更を本件条例の条文に反映しまし

た。 

 (1) 旧法における要件（旧法第３１条） 

   国において公示された過疎地域において，製造の事業，農林水産物等販売業

又は旅館業の用に供する設備を新設し，又は増設した者について，機械及び装

置，建物又は土地の固定資産税に係る課税免除又は不均一課税を実施した場合

で，当該措置が総務省令で定める要件に合致しているとき。 

 (2) 新法における要件（新法第２４条） 

   過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において，

同計画に振興すべき業種として定められた製造業，情報サービス業等，農林水

産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の取得等をした者について，機械及

び装置，建物又は土地の固定資産税に係る課税免除又は不均一課税を実施した

場合で，当該措置が総務省令で定める要件に合致しているとき。 



 

 

 (3) 経過措置 

  ア 改正前の本件条例の規定により，３か年度にわたる課税免除の措置が決定

されているものについては，条例改正後も継続して適用することとしました。 

  イ 呉市が定める過疎地域持続的発展市町村計画の計画期間内に取得等がされ

た固定資産を改正後の本件条例による課税免除の対象としていますが，土地

に限っては，計画期間の初日とすることが予定されている令和３年４月１日

よりも前に取得されたものであっても，取得時において，旧法の規定に基づ

く国の過疎地域としての公示区域内にあり，かつ，該当家屋の建設着手の日

が取得の日から１年以内である場合については，課税免除の対象に含めるこ

ととしました。 

    

４ 対象区域 

 (1) 旧法 

   旧倉橋町，旧下蒲刈町，旧蒲刈町，旧豊浜町及び旧豊町の区域 

  (2) 新法 

   上記の区域に旧川尻町，旧音戸町の区域を加えた区域 

 

５ 施行期日 

  令和３年４月１日 


